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7.2. 安定性 

7.2.1. 評価方法 

構造については、50 年に一度の台風に耐えうる構造であるかについて評価を行った。「東

京湾沿岸海岸保全基本計画[千葉県区間]」は、侵食、高波及び高潮に対する施設整備、津波

対策などについて提示したものである。 

海岸防護について、防護すべき地域、防護水準等の海岸防護の目標の検討にあたり、高潮、

波浪、津波、海岸浸食等を対象としている。このうち、波浪の防護水準として、原則として

50 年再現確率相当の波浪に対して防護することを目標としている。 

三番瀬における干潟的環境の整備にあたっては、これを踏まえて構造の検討を行うことを

前提とすることとした。 

砂泥については、構造物で波浪を防いだうえでの砂の安定性や生物の定着を検証した平成

21 年度の市川海岸塩浜地区護岸整備箇所における砂付け試験の結果から、A.P.0.5m に維持

されていたこと、また、安定勾配として 1/100 程度で維持されると推測した。 

そのうえで、これらを踏まえて、整備後およそ 5年を経過したのちの干潟の断面を推定し

た。 
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「東京湾沿岸海岸保全基本計画[千葉県区間]」（平成 25 年、千葉県） 


